
名称 （都）大小路線 

経緯 

Ｓ２０年 戦災地復興計画基本方針閣議決定 

Ｓ２１年 戦災復興都市計画街路に指定 

３０路線が都市計画決定 

S５９年 シンボルロード整備事業の事業 

採択を受け、再整備を開始 

     歩道の拡幅、電線類地中化（ＣＡＢ） 

     大小路歩道橋の架け替えなど 

Ｈ１１年 大小路シンボルロード完成 

Ｈ２９年 堺市市民交流広場（Mina さかい） 

     オープン 

延長 
約 1.5ｋｍ（当初） 

約 1.5ｋｍ（現在） 

種級 
一等大路第２類（当初計画） 

第４種２級相当（現在） 

幅員 

30ｍ（当初計画）→30ｍ（現在） 

全体幅員に対する車道以外の幅員割合 

40％（当初計画） 

→60～65％（現在）

街路樹 けやき 

～街路構造令に特化した各都市の事例～ 

堺市 

（都）大
おお

小路線
しょ う じ せ ん

堺市役所から大小路を撮影。当時は、高速道路や高層ビルはなく、 

三階建ての建物からでも遠く堺港あたりまで見渡すことができた。 

＜昭和３３年の（都）大小路線＞ 

諸元表 

大
正
１
５
年
に
堺
都
市
計
画
街
路
と
し
て

１
６
路
線
が
初
め
て
決
定
し
、
市
勢
の
発
展

に
伴
い
追
加
変
更
を
行
っ
て
き
た
が
、
終
戦

直
前
に
市
の
中
心
部
が
戦
災
に
よ
り
ほ
と
ん

ど
焼
失
し
た
。

そ
の
後
、
昭
和
２
１
年
に
戦
災
復
興
都
市

計
画
街
路
と
し
て
大
小
路
線
を
は
じ
め
３
０

路
線
が
都
市
計
画
決
定
さ
れ
た
。

大
小
路
線
は
、
四
方
を
濠
で
囲
ま
れ
た
碁

盤
目
状
の
区
割
（
元
和
の
町
割
）
を
な
す
堺

市
街
地
（
環
濠
都
市
区
域
）
の
東
西
幹
線
の

１
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

＜出典：参考文献に記載＞ 
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6.00 

仁徳天皇陵古墳

大
小
路
線
は
、
南
海
電
鉄
本
線
堺
駅
か
ら
南
海
高

野
線
堺
東
駅
を
結
ぶ
市
道
で
あ
り
、
堺
市
の
中
心
市

街
地
を
貫
く
道
路
で
あ
る
。

昭
和
５
９
年
か
ら
「
活
気
と
潤
い
と
安
ら
ぎ
の
あ

る
道
路
空
間
に
よ
り
、
都
心
地
域
の
魅
力
あ
ふ
れ
る

街
づ
く
り
の
先
導
的
な
役
割
を
担
う
」
こ
と
を
目
的

に
、
シ
ン
ボ
ル
ロ
ー
ド
整
備
事
業
に
よ
る
再
整
備
が

行
わ
れ
た
。

片
側
３
車
線
を
片
側
１
車
線
に
再
整
備
し
、
歩
道

の
拡
幅
、
壁
面
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
や
噴
水
の
整
備
、
共

同
溝
に
よ
る
電
線
の
地
中
化
、
歩
道
橋
の
架
け
替
え

な
ど
を
実
施
し
た
。

平
成
２
９
年
に
堺
市
市
民
交
流
広
場
「M

in
a

さ

か
い
」
を
オ
ー
プ
ン
し
、
大
小
路
線
沿
い
の
市
役
所

前
～
周
辺
施
設
を
一
体
的
に
広
場
整
備
す
る
こ
と

に
よ
り
、
イ
ベ
ン
ト
等
多
目
的
に
活
用
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
大
小
路
線
と
共
に
中
心
市
街
地
の
活
性
化

に
寄
与
し
て
い
る
。

＜現在の（都）大小路線＞ 

環濠都市区域

堺市役所

大小路線 

L=約 1.5km

再整備前

再整備後

6.00 

毎年秋に開催される

「堺まつり」で一部区

間を通行規制し、火縄

銃隊の祝砲や時代衣

装など大パレードが

行われている。 

30.00 

18.00 

12.00 9.00 9.00 

30.00 

車道（片側１車線） 歩道 歩道 

車道（片側３車線） 歩道 歩道 

堺市市民交流広場 

（Mina さかい） 

昭和 25年当時の都市計画図

当初の横断図 

再整備時の横断

位置図 

＜出典：大阪府「街路事業の事例（大阪府 HP）」

＜出典：大阪府「街路事業の事例（大阪府 HP）」

＜出典：堺市「Mina さかいについて（堺市 HP）＞ 
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